
ＪＦＥスチール株式会社の
高炉等休止に伴う
支援施策説明会・相談会



１ 今後実施する支援施策



求職者向け特別相談窓口の設置

概要
ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止に伴い、影響を受け
る取引先関連事業者の従業員等を対象とした、再就職の
相談等に関する窓口を設置します。

設置日 令和5年2月予定

設置場所 神奈川県内ハローワーク予定

その他
詳細が決まり次第、神奈川労働局HP及び川崎市HP等で
公表



合同企業面接会

概要
ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止に伴い、影響を受け
る取引先関連事業者の従業員等を対象とした再就職の
マッチングを行うため、合同企業面接会を実施します。

開催日 令和5年7月、9月、10月の3回実施予定

開催場所 川崎市内及び横浜市内（未定）

その他 詳細が決まり次第、川崎市HP等で公表



２ 各行政機関等の関係制度説明



厚生労働省神奈川労働局
雇用関係制度



・ 求人情報の提供や仕事に関する相談
・ 求職活動に必要な応募書類や面接のアドバイス
・ 就職を支援するセミナーの開催
・ 仕事に必要なスキルを学べる無料の職業訓練の相談
・ 雇用保険（失業給付）の受給手続き 等

ハローワーク（公共職業安定所）

事業主の方には……

仕事を探す方には……

求人・求職のマッチング、雇用保険の手続き、職業訓練の受講の相談等を、
無料で行っている国（厚生労働省）の機関です。

・ 求人の申込みに関する相談・受付
・ 従業員の雇用保険の手続き
・ 障害者や外国人の雇用に関する相談
・ 各種助成金制度の相談 等

働く場所が
川崎市、鶴見区の求人数（9月） 17,138人

うち生産工程（製造）仕事 1,549人
うち輸送・機械運転の仕事 1,677人
うち建設・採掘の仕事 1,273人
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人材開発支援策のご案内
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派遣労働者を受け入れている事業者

◆派遣先は、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ、相当の猶予期間をもって派遣元事業主に派遣
契約の解除の申入れを行うことが必要です。

◆派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るこ
とが必要です。

◆派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも派遣契約の中途解除によって派遣
元事業主に生じた損害の賠償などを行うことが必要です。例えば、休業手当に相当する額や解雇予告手当に相当
する額などを支払う必要がありますが、これらに限らず、派遣先の責任により派遣元事業主に実際に生じた損害に
ついては、賠償の必要があります。

◆派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための
費用の負担に関する措置等の派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な
措置に関することを派遣契約に定める必要があります。

◆派遣契約を解除する場合、派遣元事業主から請求があったときは、派遣契約の解除を行う理由を派遣元事業主
に対して明らかにする必要があります。

◆派遣労働者からの苦情の処理

派遣先は、派遣労働者からの苦情の処理体制を整備しなければなりません。特に、派遣先に課されている労働関係法令上の責
務に関する苦情については、誠実に対応しましょう。

ǞǖǶƲ ẞ′ҥϐᾯ ˗ TEL 045 - 650 - 2810

ᾏἸ χ ᵔ τνΜο



【再就職援助計画】

従業員が離職する場合の届出等について
＜資料 労ˉ02＞

【障害者の場合】

事業主は、30人以上の離職が見込まれる事業規模の縮小を行おうとするときは、事業主が行う支援内容を記載した「再就職援助

計画」を作成し、認定を受けなければなりません。
（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条）

＜資料 労ˉ04＞

【外国人の場合】 ＜資料 労ˉ05＞

事業主は、障害者である労働者を解雇する場合には、速やかに管轄のハローワークに「解雇届」を届け出なければなりません。
（障害者の雇用の促進等に関する法律第81条）

事業主は、外国人労働者の離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出なければなりません。（労働施
策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条）

１か月以内に ５ 人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数などについて、ハローワークに届け出なければ
なりません。（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条）

□求職活動支援書
解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、本人の経歴や技能などを記載した「求職活動支援書」を
作成し、本人に 交付しなければなりません。（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条）

【高年齢者の場合】 ＜資料 労ˉ06＞

□多数離職の届出



雇用保険手続き（従業員が離職する場合）

「雇用保険被保険者喪失届」
「離職証明書（離職票）」 の提出が必要になります。

申請期限は、被保険者でなくなった日（離職日）の翌日から10日以内です。
賃金の支払状況や出勤状況を確認できる書類（賃金台帳、出勤簿等）が必要です。
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電子申請も利用できます。

ハローワーク窓口に書類を提出していただく方法に加え、インターネットにより「電子
申請」することもできます。
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参考：雇用保険（失業給付）について

「基本手当」 失業の状態にある日について支給する手当のこと。
基本手当の日額は、原則として、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計額を、180で割った金額のお
よそ80%～45%になります（ただし上限額があります。）。
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45⅞˙59⅞ 180 240 270 330

60⅞˙64⅞ 150 180 210 240

＜給付日数＞雇用保険の加入期間、年齢、退職理由により給付される上限日数が決まります。
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倒産、事業所の廃止、退職勧奨、解雇、雇止め など 自己都合、定年、契約満了

※障害者の方には、所定給付日数の特例があります。ハローワークでご相談ください。

β上限額 30歳未満6,835円、 30歳～44歳7,595円、 45歳～59歳8,355円、 60歳～64歳7,177円
β基本手当の日額は、「毎月勤労統計」に基づき、毎年8月に改定されます。

【 65歳以上の方 】
離職時の年齢

高年齢求職者給付として、被保険者期間が1年未満の方は30日分、1年以上の方は50日分
の給付を受けられます（1日分の上限額は6,835円）。

住んでいる地域のハローワークで手続きが必要です。

被保険者期間

離職時の年齢



ハローワーク 所在地 電話番号 管轄地域

川崎 川崎市川崎区南町 17-2 044-244-

8609
川崎区，幸区，横浜市のうち鶴見区

川崎北 川崎市高津区千年 698-1（新城）
川崎市高津区久本 3-5-7（溝口）

044-777-

8609
中原区，高津区，多摩区，宮前区，麻生区
※ 新城は事業主向け、溝口は求職者向けの庁舎です。

横浜 横浜市中区山下町 209
帝蚕関内ビル

045-663-

8609
神奈川区，西区，中区，南区，港南区，保土ヶ谷区，旭区，
磯子区

港北 横浜市港北区新横浜 3-24-6 045-474-

1221
港北区，緑区，青葉区，都筑区

戸塚 横浜市戸塚区戸塚町 3722 045-864-

8609
戸塚区，瀬谷区，栄区，泉区

横浜南 横浜市金沢区寺前 1-9-6 045-788-

8609
金沢区，横須賀市のうち船越町，港が丘，田浦港町，田浦町，田浦大作
町，田浦泉町，長浦町，箱崎町，鷹取町，湘南鷹取，追浜本町，夏島町，浦
郷町，追浜東町，追浜町，浜見台，追浜南町，逗子市，三浦郡（葉山町）

このほか、横須賀、藤沢、相模原、大和、厚木、平塚、松田、小田原

【 アシストハローワーク（出張相談） 】
100人を超える離職者が発生する場合は、ハローワークの職員が事業所の会議室や体育館等に出向き、
雇用保険の手続きや、求職相談を行うこともできますので、お近くのハローワークにご相談ください。
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産業雇用安定センター神奈川事務所
雇用関係制度
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ＪＦＥスチール㈱の高炉等休止に伴う支援施策説明会



厚生労働省の関係機関

人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間に立って、求人情報提供・相談等

の支援を行い、再就職支援などの業務を 無料 で実施している です。

Ễể
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ɍɫɶɭɶȭ
[ 共通事項］

・公的機関であり､安心
・求人受付、求職者への職業紹介

ὄὑȹɱȽɶ

[ 独自事項]
ハローワーク：

・給付金や助成金の受付、支給
産業雇用安定センター：

・求職者に合わせた求人開拓､マンツーマンでの対応が可能
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事業縮小や事業所閉鎖、構造改革のための早期退職募集
に応じて、離職を余儀なくされる従業員の方に、在職中からの
再就職活動をサポートします。

˲ ͪ ̔ ᾍ

人手不足や事業拡大に伴い人材確保が必要な企業様から、
期待する能力や経験などのご要望を十分おうかがいした上で人
材をマッチングします。

᷀ Ḍїׄ

経済環境の変化や感染症の影響などにより雇用過剰となった
場合に、社員の雇用を守るための一時的な在籍型出向（雇用シェ
ア）を活用することをサポートします。

˲ їׄ

社員の人材育成や他の企業との交流を目的とする出向、社
員が自発的なキャリアアップを希望する際の出向をサポートし
ます。

˲

能力があり経験が豊富な６０歳以上の高齢者の再就職をサ
ポートします。在職高齢者だけでなく、離職後１年以内の高齢者
の方も登録することができます。

ᴣ ʹ

管理者や新入社員に対する研修、コミュニケーション、リーダー
シップ、ハラスメント、コンプライアンスなどのセミナーを企業様の
ご要望を踏まえオーダーメイドにより承ります。

─ │ ≢↔ ™√∞↑╕∆⁹ │ ≤⌂╡╕∆⅜⁸ ⅜ ↄꜞכ☼♫Ⱪꜟ⌂ ≢─☿Ⱶ♫כ╩↔ ™√⇔╕∆⁹
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֞ Њ ̔

従業員に産業雇用安定
センターの再就職サポート
を紹介・利用勧奨。

必要に応じ、センターが離
職予定の従業員向けの
説明会を開催することもで
きます。

ὄὑ

企業から従業員の
再就職支援を依頼

再就職支援の申し込み
（※仮登録申込書）

∆
╢
◖
fi
◘
ꜟ
♃
fi
♩
⅛
╠
↔

ご本人ご連絡して、
面談の日程を調整

ῲ面談の上、サポートの流れを説明
します。

ῳキャリアシートの作成のサポート

⁸ ⁸ ⌂≥

ῴ求職情報の作成

⁸ ⁸ ⁸◐ꜗꜞ▪⁸
☻◐ꜟ⌂≥
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β │Web≢╙ ≢∆

送出者（求職者）の希望す
る業種・職種などを踏まえ、産
業雇用安定センターが受入企
業（求人）を確保
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再就職までのサポートを行います
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送出企業： 在籍型出向を活用し、一時的に社員を出向させて

☿
fi
♃

在籍型出向支援等協議会

受入企業： 在籍型出向を活用して、一時的に

─

─

事業所訪問により具
体的な送出情報・
受入情報を収集
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労使団体、金融機関、社労
士会、労働局ほか行政機関
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【社内手続】
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06-6947-7663

電話番号 045 -Ỉ8Ể- 1231
住所 231 -0013

横浜市中区住吉町6-68-1
横浜関内地所ビル4階

◎ご利用時間 9:00 〜17:00( 土日祝休業)

ṕ Ṗ

●JR線「桜木町駅」新南口(市役所口)出口
より徒歩約３分

●みなとみらい線「馬車道駅」より徒歩約4分
●横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩約４分

URL https://www.sangyokoyo.or.jp
35
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神奈川県

雇用関係制度
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ᾍ 39 ̊ʤ
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ǒǱǓȖ ᾦ ȹɱȽɶ
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横浜市
雇用関係制度
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川崎市
雇用関係制度



川崎市経済労働局労働雇用部

川崎市就業支援室

「キャリアサポートかわさき」



キャリアサポートかわさき（概要）

仕事の探し方から就職後の定着支援まで一貫した支援を行う川崎市の「総合就職相談窓口」です。

「キャリアサポートかわさき」では、キャリアカウンセラーによる就職活動全般の相談
や求人紹介を行う就業マッチングを実施しているほか、就職活動に役立つセミナーの
開催、臨床心理士によるカウンセリング、市内中小企業等の交流会等、求職者のみな
さまのニーズに応じた就業支援を実施しています。



キャリアサポートかわさき（詳細）

仕事の探し方から就職後の定着支援まで一貫した支援を行う川崎市の「総合就職相談窓口」

①キャリアコンサルタント等の資格を持つカウンセラーによる
求職者ひとりひとりへのきめ細やかな支援（登録制・丁寧な面談）

②事前予約制による相談時間の確保（５０分～６０分）と就職の悩みの傾聴
③相談者の属性に応じた相談窓口（託児付き女性相談、就職氷河期世代）
④就職した職場で長く働くための定着支援の実施

⑤求職者の希望・適性を踏まえた訪問型を基本とする求人開拓、求人紹介
⑥企業の採用ニーズ等を丁寧に把握した求人開拓員の就職相談への同席
⑦平日夜間（毎火及び第２第４木２０時迄）、土曜（１７時迄）窓口開設
⑧オンライン（Webex）による就職相談

⑨市就業支援イベント等のタイムリーな案内

⑩ＨＰからの２４時間相談申込受付

ₒ ₓ



キャリアサポートかわさき（詳細）

仕事の探し方から就職後の定着支援まで一貫した支援を行う川崎市の「総合就職相談窓口」

₃ ⌐ ≈☿Ⱶ♫הכ▬ⱬfi♩─

・就職準備セミナー 対象者別、テーマ別に開催（年２４回）
【対象者別】 『女性を取り巻く労働環境や多様な働き方（価値観分析）について学ぼう！』
【テーマ別】 『「怒り」の感情の対処法・上手な付き合い方を学んで、就活に役立てよう！』

・ビジネスパソコンセミナー
・定着支援セミナー

・市内中小企業等との交流会
『ミドル世代の正社員サポート！＠かわさき 企業交流会』など

年間通して開催！



β出張相談は毎週月・木 １０時～１７時 の実施

キャリアサポートかわさき（詳細）

仕事の探し方から就職後の定着支援まで一貫した支援を行う川崎市の「総合就職相談窓口」



経済産業省関東経済産業局・
神奈川県・横浜市・川崎市

経営関係制度
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ꜟכ♅☻ ⌐ ℮
₈ ₉─

経営や資金繰りに関する相談

令和４年７月７日（木）



連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が

１０％以上減少

事業計画を 策定

補助事業終了後３～５年で 年率平均３．０％以上増加

年率平均３．０％以上増加

Å
中小企業等による新分

野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事業再構築を支援する。

ⱳ ̏
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概要 補助上限 補助率

通常枠 2,000 8,000

大規模賃金引上枠

回復・再生応援枠 500 1,500

最低賃金枠 500 1,500

グリーン成長枠

緊急対策枠 1,000 4,000



制度変更等に対応するため、取り

組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投

資等を支援します。

╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה

以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実施が必要

① 付加価値額

② 給与支給総額

③ 事業場内最低賃金
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╙─≠ↄ╡ה ☻ⱦכ◘ה
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概要 補助上限 補助率

通常枠 750 1,250

回復型賃上げ・雇用拡大枠 750 1,250

デジタル枠 750 1,250

グリーン枠 1,000 2,000



中小企業の皆様の事業活動の維持・安定を図るため、神奈川県の制度融資メ

ニューに、神奈川県信用保証協会の公的保証を付けて、金融機関が融資を行う融資

制度です。
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取引上の悩みに関する

相談に

無料で応じます。



取引先を紹介する受発注取

引あっせんを行っており、企業登録や斡

旋紹介に係わる費用については、一切

無料となります。



中小企業の皆様が事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に

調達できるよう、横浜市が横浜市信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行っ

ている融資制度
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ＩＤＥＣ横浜（横浜企業経営支援財

団）の専門相談員による支援チームが、現場まで出向いてご相談を受け付けます。



⌐╟╢

市内での

再投資や市内へ新規進出する事業者を助成金等により支援します。

Ὂↄộ ḼỘ ʾ ᴿ

固定資産を取得する場合 テナントとして本社等を設置する場合

対 象 地 域 市内の13の特定地域等
※特定地域外でも一定の要件を満たせば対象

市内の７の特定地域

対 象 事 業 事業所等を建設・取得する事業 事業所を賃借して本社等を設置する事業

対 象 要 件 土地、建物、設備の取得に要する費用（投下資本
額）中小企業１億円、大企業50又は70億円以上

増加する従業員者数50人以上

補 助 率 ・ 限 度 額 投下資本額×８％又は10％・上限最大50億円
※助成金の支払いは10年間の分割で支給

新たに設置した本社等に係る法人市民税法人税割
額（軽減措置）・上限１億円／年（３年又は５年間）
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中小企業の皆様に対し、事業資金の円滑化及び経営基盤の安定化を図るため、

川崎市が川崎市信用保証協会及び取扱金融機関と協調して行っている融資制度
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経済労働局経営支援部経営支援課
対 象 地 域 市内の準工業地域及び工業地域

※除外区域あり

対 象 事 業 工場等を新増設する事業
（既存の建物を賃借または取得する場合を含む）

対 象 経 費 土地、建物、設備の取得等に要する費用（賃借料・リース料を含む） など

補 助 率 ・ 限 度 額 助成対象経費の1/10以内 上限最大3,000万円

市内の助成対象地域において中小製造業者が工場等を新増設する事業に対

して経費の一部を助成します。

Ὂↄ ộὊְ◦כ Ὂְ◦כᴿ



川崎商工会議所

関係制度





川崎商工会議所の経営支援メニュー
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川崎商工会議所の経営支援メニュー
①専門相談制度
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川崎商工会議所の経営支援メニュー
②マル経融資（小規模事業者経営改善資金）
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川崎商工会議所の経営支援メニュー
③経営者の退職金制度（小規模企業共済）
④連鎖倒産を防ぐ共済制度（経営セーフティ共済）
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川崎商工会議所の経営支援メニュー
⑤KAWASAKI 事業承継市場
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川崎商工会議所の経営支援メニュー
⑥労働保険事務組合
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川崎商工会議所の経営支援メニュー
⑦各支所の相談窓口
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